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１.プランの策定について 

 

 平成 24年、全国で登下校中の児童・生徒が死傷する交通事故が相次いで発生し

たことを受け、魚津市においても関係機関と連携して緊急合同安全点検を実施し、

必要な対策について協議、検討を実施してきました。合同点検を継続実施する中で、

平成 28年 12月に、関係機関の連携強化を目的として、「魚津市通学路交通安全プ

ログラム」を策定しました。 

 その後、平成 30年には大規模な小学校統廃合の動きに対応するため、既存の「通

学交通安全プログラム」はもとより、通学安全を取り巻く種々の取組を包括した「魚

津市小中学校通学安全プラン」を新規策定し、拡大した通学区域やスクールバス運

行等の安全確保に努めました。このプランでは、通学路の合同安全点検のほか、市

民との協働や学校等での安全指導、スクールバスの安全運行など、前述のプログラ

ムよりも広い視点で、児童・生徒の安全確保に対する対策をまとめたものです。 

 このたび、プランの策定から５年が経過したこと、学校統合後の通学態様にひと

とおりの落ち着きが見られることから、プランに基づく各種の取り組みの振り返り

を経て、改定版を策定するに至りました。 

 本プランでは、通学路の安全確保に必要な各種の取り組みを体系的に定めるとと

もに、取り組みを実施、推進していく関係機関を設定し、計画的に通学路の安全確

保を推進していくことを目的としています。 

 

 

＜参考＞ 

平成 28年８月 魚津市通学路交通安全プログラム 策定 

平成 30年１月 魚津市小中学校通学安全プラン 策定 
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２.プランの推進について  

 「魚津市小中学校通学安全プラン」の推進にあたっては、基本目標を次のように

掲げ、４つの推進項目及び７つの基本事業に基づいて実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.プランの期間 

 本プランの期間は、令和５年度から概ね５年間とします。 

 

４.魚津市通学安全推進会議の設置 

 関係機関の連携を図るため、以下のように「魚津市通学安全推進会議」を設置し、

通学安全の確保に向けて連携を図ります。 

【魚津市通学安全推進会議】 

構成機関、団体 

魚津市小学校長会 魚津市交通センター 

魚津市中学校長会 魚津市防犯協会 

魚津市ＰＴＡ連合会 魚津市交通指導員協議会 

魚津市自治振興会連合会 国土交通省黒部国道維持出張所 

スクールバス運行委託業者 富山県新川土木センター 

協力企業 魚津市 

魚津警察署 魚津市教育委員会 

 

基本事業 

① 通学路の合同安全点検 

② 道路施設等整備 

基 本 目 標 

市民との連携による小中学校通学安全の確保 

基本事業 

⑤ 児童生徒への安全指導 

⑥ 運転者への啓発活動 

基本事業 

③ 見守り活動の推進 

④ こども１１０番 

基本事業 

⑦ スクールバスの安全管理運行 

通学路の整備対策 

推 進 項 目 

通学路の整備対策 

推 進 項 目 

協働で取り組む対策 協働で取り組む対策 

安全指導対策 安全指導対策 スクールバス安全対策 スクールバス安全対策 
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５．通学路の整備対策 

（１）通学路の合同安全点検 

 

  継続的に通学路の安全を確保するため、今後も合同点検を継続するとともに、

対策実施後の効果検証も行い、必要に応じて対策の改善を行います。 

  これらの取り組みをＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性

の向上を図っていきます。 

 

 

  ［通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル］ 

Plan 

 

 

  Action                              Do 

 

 

                                                Check 

 

 

 実施方針 

 ・ 市内の小中学校における危険箇所について１年に１回程度、合同点検を実施します。 

 ・ 合同点検には、学校、保護者、道路管理者、警察及び地域住民等が参加します。 

・ 部活動や放課後児童クラブへの移動等により、児童生徒が頻繁に利用する公共施設

等付近の危険箇所についても、合同点検を実施します。 

・ 保育園、認定こども園、幼稚園等の子育て施設の利用に際しての安全確保のため、

併せて点検します。 

 ・ スクールバス路線やスクールバスの停留所付近の危険箇所においても、合同点検を 

実施します。 

・ 必要が生じたときは、時期を問わず随時点検を実施します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同点検の実施 

対策の検討 

 

対策の実施 対策の改善・充実 

対策効果の把握 
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（２）道路施設整備等 

 

① 対策の検討 

  合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道

整備や防護柵設置等のハード対策や、交通規制及び交通安全教育、見守り活動等

のソフト対策など、箇所に応じた具体的な実施メニューを検討します。 

 

② 対策の実施 

  対策の実施にあたっては、円滑に進むよう関係者間で連携を図ります。 

 

③ 対策効果の把握 

  合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、効果が上がっているのか

を確認するため、学校等へのアンケート調査などにより、対策効果を把握します。 

 

④ 対策の改善・充実 

  対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実

を図ります。 

 

⑤ 対策一覧表、対策箇所図の公表 

  合同点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策

一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、市のホームページ等で公表します。 

 

⑥ 防犯カメラの設置 

通学路の危険箇所や人目につきにくい地下道等に、必要に応じて防犯カメラを

設置します。 
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６.協働で取り組む対策 

近年、登下校中の児童生徒が不審者から被害を受ける事件等が発生しています。 

 子供たちの安全と健やかな成長を見守り、通学の安全確保を図るには、家庭・地

域・学校の連携が必要です。 

また、従来から行われている、登下校中の子供たちに随行したり通学路の危険箇

所に立ったりする見守り活動に加え、市民一人ひとりが、それぞれの日常生活のな

かで可能な見守り活動の推進を図ります。 

 

（１）見守り活動の推進 

 

 市内各地区の登下校見守り隊員による「登下校見守り活動推進会議」を開催し、

見守り隊が直面する諸課題等について検討するとともに、通学路合同安全点検に

基づく各対策及び危険箇所の情報共有を行います。 

併せて、市民の協力のもと、子供たちの登下校の時間にあわせた、庭の掃除や

花の水やり、ウォーキングや犬の散歩の中での、「行ってらっしゃい」「おかえり

なさい」などの声がけによる見守り活動を推進します。 

見守り隊活動等、これらの取り組みを広く発信し、市民の見守り意識の向上に

努めます。 

 

（２）こども１１０番 

 

① ながら見守り連携事業 

  協力企業や関係機関が業務中の移動時、車両に「パトロール中」ステッカー

を貼付し、業務の負担にならない範囲で子供たちを見守る活動を推進します。 

危険な状況を発見したときは、関係機関に情報提供を行うとともに、緊急性

が高い場合は魚津警察署等への通報や子供の一時保護を行います。 

 

② こども「110 番の家」 

子供がトラブルに巻き込まれそうになったとき、その子供を家で保護するとと

もに、警察、学校、家庭等に連絡するなどして、地域ぐるみで子供たちの安全を

守っていくボランティア活動を引き続き実施します。 
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７.安全指導対策 

（１）児童生徒への安全指導 

 

① 登下校における安全指導 

 関係機関と連携し、交通安全について必要な知識を身につけるとともに、「自

分の命は自分で守る」意識を高めるため、道路及び交通の状況に応じて危険を予

測し的確な判断のもとに行動できる能力を育てます。 

 また、登下校時に知らない人に声をかけられたら、被害に遭わないよう「いか

のおすし」運動等の行動をとるように指導を行うとともに、スクールバス乗車時

のマナーやシートベルト着用等の安全指導も行います。 

 

② 自転車安全指導 

 日常生活における自転車利用を中心に、交通事故に遭わないために必要な技能

と知識を習得させるとともに、危険を予測し回避する意識や能力を高め、社会の

一員として交通ルールを遵守し、責任をもって行動できるようにします。 

 

（２）運転者への啓発活動 

 

① 交通安全運動等の推進 

魚津市交通センターが中心となり、関係機関・団体と連携して、通学時間帯に

街頭監視を実施します。 

特に、「交通安全県民の日」や各季の交通安全運動期間中には、各キャンペー

ン等を通じて運転者に歩行者への安全確保など安全運転の徹底を呼びかけ、交通

マナーの向上に努めます。 

 

② 運転者講習会等の開催 

魚津市交通センターの支部における運転者講習会やシルバードライビングス

クール等を開催し、安全運転意識の向上を図ります。 

 

８.スクールバス安全対策 

「魚津市スクールバス運行管理要綱」に基づき、スクールバスの安全かつ適切

な管理運行に努めます。 

  また、スクールバスの安全運行のため、車両の運行前点検及び法定点検を行う

ことはもちろん、各種安全設備等の装備を進め、利用児童の安全確保に努めま

す。 
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こども
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運転者への
啓発活動
運転者への
啓発活動

・学校、保護者、道路管理者、警察、
見守り隊等による合同点検を実施

・ソフト、ハード両面での対策を検討

・改良工事やポール等、対策の実施
・防犯カメラ等の設置

・見守り隊の活動支援、連携調整
・日常生活の中での見守り
・市民の見守り意識の向上
・門灯、玄関灯等点灯喚起

・学校での安全指導
登下校、休業前、不審者対応、防犯

・自転車安全指導
交通ルール、ヘルメット着用、鍵かけ

・自転車教室の実施等

・交通安全運動の推進
・運転者講習等の開催
・未就学児への交通教室
幼稚園、保育園、認定こども園等

・スクールバス運行管理
「魚津市ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運行管理要綱」による
・車両の適切な点検整備

・こども１１０番の家
・ながら見守り連携事業

推進項目 基本事業 具体的な取り組み


